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令和７年度 

堺商工会議所 議員選挙・選任要項 （案） 

 

 

堺 商 工 会 議 所          

 

当商工会議所の議員は、令和７年１０月３１日をもって任期が満了となりますので、堺商工会議所議員

の選挙及び選任に関する規約に基づき、下記要項により議員選挙・選任を施行いたします。 

 

 

Ⅰ．１号議員の選挙………定数 ７１名 

 

○投   票 

１．日   時  令和７年１０月１０日（金）午前１０時から午後４時まで 

２．場   所  堺商工会議所（堺市北区長曽根町１３０番地２３） 

３．方   法  単記無記名制 

(1) 選挙人は当所発行の投票所入場券を提示のうえ入場し、選挙人名簿対照を経て投票用紙の交付

を受け投票していただきます。 

(2) 委任状は当所発行のもの以外は認めません。但し、当所発行の委任状は立候補辞退の締切り日

である令和７年９月２５日（木）に、立候補者の数が１号議員の定数を超え、投票を実施する場

合にのみ速やかに書留郵便をもって選挙人に発送いたします。 

 

○選挙人の資格 

１．会   員 

（1） 令和７年５月３１日（土）午後４時までに、会員であって会費を完納している者。 

（2） 法人格のない経済団体については、特にその実情を調査し、選挙人の資格の可否を決定します。 

２．特定商工業者 

  令和７年５月３１日（土）午後４時までに、会員以外で特定商工業者負担金を納めた者。 

 

○選挙権の個数 

１．会   員  令和７年５月３１日（土）現在の会費の口数とする。 

         但し、１会員の所有する個数は５０個以内とする。 

２．特定商工業者（当所会員の特定商工業者を除く） １個 

 

○立候補および手続き 

１． 立候補者の資格 

令和７年５月３１日（土）午後４時現在において会員であり、会費を完納している者。なお、法

人または団体の会員は、法人・団体の資格で立候補していただきます。 
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２． 立候補の手続き 

（1） 立候補しようとする会員は、選挙長に文書（所定の堺商工会議所１号議員立候補届出書）をも

って立候補の届けをご提出いただきます。 

（2） 法人会員は法人の登記簿謄本（現在事項証明書）及び役員名簿各一通、個人会員は所得税の申

告書（写）及び履歴書各一通、法人格のない経済団体は会則、事業報告書、決算報告書、役員

名簿各一通を所定の立候補届けに添付してご提出願います。 

（3） 選挙負担金２００，０００円を立候補と同時にご納入頂きます。但し、立候補辞退者のみ返還

いたします。 

※選挙負担金は立候補届時にご持参いただくか、事前（立候補受付期間内）に銀行振込で指

定口座＜紀陽銀行堺支店（普）２５４００３ 堺
さかい

商工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

＞にご入金いただき、立候補

届時に振込通知書（写）を添付願います。） 

３． 立候補届の受付期間 

令和７年９月８日（月）から令和７年９月１９日（金）まで 

（土・日・祝日を除き、全日午前９時から午後４時まで） 

４． 立候補の辞退 

立候補を辞退するときは、令和７年９月２５日（木）（土・日・祝日を除き、全日午前９時から

午後４時まで）までに文書により届出ください。締切り後は辞退できません。 

 

○選挙人名簿 

１．調 製 日        令和７年５月３１日（土） 

２．縦 覧 期 間        令和７年６月９日（月）から令和７年６月１３日（金）まで 

（全日午前９時から午後４時まで） 

３．縦 覧 場 所        堺商工会議所２階事務局内 

４．確 定 日        令和７年６月１９日（木） 

 

○委任状提出期間 

令和７年１０月６日（月）から令和７年１０月８日（水）。（全日午前９時から午後４時まで） 

立候補しようとする会員が集めた、当所より送達した委任状及び入場券は、選挙権の個数を確認す

るため、期日までに当所へ必ずご提出願います。 

当所は確認のうえ収納し、引き換えに預かり証書をお渡し致します。この証書は選挙当日投票券引

き換え証となりますので大切に保管願います。 

 

○開   票  即日開票 

 

○当   選 

１．有効投票の最多数を得た順に当選人とします。但し、有効投票数を１号議員の定数で除して得た

数の５分の１以上の得票がないと当選できません。 
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２．当選した１号議員は、当選の通知を受けた日から５日以内に議員就任承諾書及び議員略歴書を提

出していただきます。なお、法人その他の団体が当選した場合は、その代表者として議員の職務

を行う者を届け出てください。 

 

Ⅱ．２号議員の選任………定数 ４５名 

 

○選任する部会の種類 

１．建設部会        ２．機械金属部会       ３．化学・エネルギー部会 

４．繊維・一般工業部会   ５．食品部会         ６．運輸・情報部会 

７．理財金融部会      ８．商業部会         ９． サービス部会 

 

○選   任 

 期    間  令和７年７月２２日（火）から８月８日（金）まで 

 場    所  堺商工会議所 

方    法  各部会において、会議を招集し、議員選挙・選任規約により割当てられた定数の

２号議員を選任します。 

議員割当数  各部会に対する２号議員の割当数は、各部会員数と各部会員が負担する会費口数

を按分して常議員会において定めます。 

 

○選任・被選任の資格 

（1） ２号議員の選任にかかる部会員は、令和７年５月３１日（土）午後４時現在会費を完納してい

る会員であり、令和７年７月１日（火）現在所属する部会員とします。 

（2） ２以上の部会に所属する会員は、あらかじめ会員が届出た部会においてのみ選任・被選任の資

格を有します。 

（3） 選任された２号議員は、選任の日から５日以内に、議員就任承諾書及び議員略歴書とともに、

法人会員は法人の登記簿謄本（現在事項証明書）及び役員名簿各一通、個人会員は所得税の申

告書（写）一通、法人格のない経済団体は会則、事業報告書、決算報告書、役員名簿各一通を

ご提出いただき、同時に選挙負担金２００，０００円をご納入願います。なお、法人その他の

団体が当選した場合は、その代表者として議員の職務を行う者を届け出てください。 

※選挙負担金はご持参いただくか、銀行振込で指定口座＜紀陽銀行堺支店（普）２５４００３ 

堺
さかい

商工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

＞にご入金いただき、振込通知書（写）を添付願います。） 

 

Ⅲ．３号議員の選任………定数 １９名 

 

○選   任 

 期    日  令和７年７月１１日（金） 

 場    所  堺商工会議所 

 方    法  ３号議員の選任は、７月常議員会において会員のうちから行います。 
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○選任される資格 

令和７年５月３１日（土）午後４時現在会員であり、会費を完納している会員に限ります。なお、選

任された３号議員は、選任の日から５日以内に、議員就任承諾書及び議員略歴書とともに、法人会員

は法人の登記簿謄本（現在事項証明書）及び役員名簿各一通、個人会員は所得税の申告書（写）一通、

法人格のない経済団体は会則、事業報告書、決算報告書、役員名簿各一通をご提出願います。なお、

法人その他の団体が当選した場合は、その代表者として議員の職務を行う者を届け出てください。 

 

Ⅳ．議員の会費負担基準 

 

議員の会費負担額について次の通りご負担いただきます。 

 会   費（法人及び団体） 

   １号議員   ３５口以上（年会費３３６，０００円以上） 

   ２号議員   ４５口以上（年会費４３２，０００円以上） 

   ３号議員  １００口以上（年会費９６０，０００円以上） 

但し、個人会費の議員は、法人会費に換算した口数といたします。 

なお、常議員並びに監事は別途１５口以上（年会費１４４，０００円以上）をご負担いただきます。 

 

 

 

≪ご注意≫ 

 今後、議員改選関係の書類は、議員選挙関係書類と朱書きしてご送付致しますのでご注意下さい。 

また、選挙・選任に関する告示は当所１階のロビー掲示板に公告致しますのでご確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ） 

 議員選挙・選任についてのお問い合わせは下記までお願い致します。 

堺商工会議所 総務部 総務課（℡ ０７２－２５８－５５８１） 




